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�愛媛県告示第１３６２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町笠方１７２０の２、１７２２の４（以上２筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１３６３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大成１０４８の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１３６４号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町緑丙１１０の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

緑丙１１０の１（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町須ノ川５２０、５５２、５５４から５５９まで、５６５

から５６７まで、８７５から８７８まで、８８０から８９６まで、８９８か

ら９０２まで、９０４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

須ノ川５５４・５５５・５５９・５６５（以上４筆について次の

図に示す部分に限る。）、５６６

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３６５号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 解除予定保安林にする旨の通知（２件）………………………………７６６

○ 保安林予定森林……………………………………………………………７６６

○ 愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の一部改正………………………７６６

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間…………………………………７６８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………７６８

○ 道路の位置の指定…………………………………………………………７６９

選挙管理委員会告示

○ 愛媛県選挙公営実施規程の一部改正……………………………………７６９

○ 政治活動に関する規程の一部改正………………………………………７６９

○ 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

に関する規程の一部改正…………………………………………………７６９

○ 愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車

の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の一部

改正…………………………………………………………………………７６９

○ 政党助成法に基づく支部報告書等の閲覧に関する規程の一部改正…７６９

○ 政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧に関する規程の一部改

正……………………………………………………………………………７６９

○ 愛媛県選挙事務執行規程の一部改正……………………………………７６９

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第１７９４号 平成１８年９月１２日

平成１８年９月１２日火曜日 第１７９４号

愛 媛 県 報

７６６



改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成１８年８月１８日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者

（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除

く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除

く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者

（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除

く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除

く。）

に貸

し付

ける

場合

愛 媛 県 報平成１８年９月１２日 第１７９４号

７６７
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�愛媛県告示第１３６６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年９月１２日から９月２６日まで

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘

年４

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁

船船員臨時宿泊施

設、漁業者研修施設、

集会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘

年４

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁

船船員臨時宿泊施

設、漁業者研修施設、

集会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略

�愛媛県告示第１３６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１８年９月１２日 第１７９４号

７６８



選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県告示第１３６８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年９月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西予市宇和町下松葉１２４番及び１２４番地先里道

２ 申請人の住所氏名

松山市大街道三丁目２番地３３

有限会社愛媛マンション管理センター

代表取締役 赤松 睦夫

３ 図面省略

�愛媛県選挙管理委員会告示第２８号
愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員

会告示）の一部を次のように改正する。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記第５号様式の３及び第５号様式の５中「殿」を「様」に改め

る。

別記第５号様式の６中「候 補 者 殿」を「候 補 者 様」

に、「貴殿」を「あなた」に改める。

別記第１２号様式、第１４号様式及び第１６号様式中「殿」を「様」に

改める。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第２９号
政治活動に関する規程（昭和４６年３月１８日愛媛県選挙管理委員会

告示）の一部を次のように改正する。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記第５号様式、第６号様式及び第８号様式中「殿」を「様」に

改める。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

に関する規程（昭和５６年５月愛媛県選挙管理委員会告示第２７号）の

一部を次のように改正する。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記第３号様式及び第４号様式中「殿」を「様」に改める。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動用自動車

の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程（平成６

年１０月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正

する。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記第１号様式及び第２号様式中「殿」を「様」に改める。

別記第６号様式中「殿」を「様」に改め、同様式その１（別紙）

その２�備考２中「少ないほうの」を「少ない方の」に改める。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
政党助成法に基づく支部報告書等の閲覧に関する規程（平成８年

９月愛媛県選挙管理委員会告示第２４号）の一部を次のように改正す

る。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記様式中「殿」を「様」に改める。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧に関する規程（平成８

年９月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正

する。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記様式中「殿」を「様」に改める。

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３４号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告

示第２６号）の一部を次のように改正する。

平成１８年９月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

別記報告等様式の目次の表１９の部投票調の項中「１３条１項」を「

１４条１項」に、同表２０の部投票結果速報の項中「１３条３項」を「１４

条３項」に、同表２２の部在外投票事務処理簿の項中「６５条の１９ ２

項」を「６５条の１９ １項」に、同表３５の部当選人決定報告の項中「

１０１の３条１項」を「１０１条の３ １項」に、同表３６の部当選告知

の項中「１０１の３条２項」を「１０１条の３ ２項」に改める。

別記第６号様式中「殿」を「様」に改める。

別記第２６号様式、第２７号様式及び第３６号様式中「貴殿」を「あな

た」に改める。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第２９号

平成１８年８月３１日
伊予郡松前町大字西高柳字中塚２６５番１

伊予郡松前町大字上高柳８９番地５

兵 頭 澄 惠

平成１８年９月１２日 発行

愛 媛 県 報平成１８年９月１２日 第１７９４号

７６９


